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生地包第１５号 

 

参加者の有無を確認する公募手続に係る公示 

 

令和６年４月２５日 

 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

１ 公募の趣旨 

本業務は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるよう、掃除、買い物、調理などの生活支援を行うことにより、

利用者の要支援状態の軽減又は悪化の防止及び生活機能の維持又は向上を目指すこと

を目的として、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」（平成１２年３

月１７日付け老計第１０号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知）に定める生活

援助に相当するサービスを提供する業務（訪問型サービスＡ）である。介護人材不足が

課題となる中、多様な主体の参画を図りながら掃除等の生活支援を行う人材を幅広く確

保することで訪問型サービスＡを充実させるとともに、訪問介護員が専門性を活かした

身体介護に集中できる環境の構築にもつなげられるよう検討を重ねた結果、本業務を遂

行する委託先は、介護事業所以外の事業者であって、生活支援サービスを担う人材を確

保することができ、かつ利用者の多様なニーズに応じたマッチングを行えるノウハウを

有していること、及び医療福祉職に係る有料職業紹介事業を通じて介護現場の実情に精

通し人材管理を行う能力を有した事業者であることが適切であり、また、サービス提供

及び管理を適切に行うため、サービス提供責任者として、介護支援専門員等の専門的知

見を有する者を配置することが必要であるため、特定の者を相手方とする契約手続きを

行う予定としているが、当該特定の者以外の者で、下記の公募要件を満たし、本業務の

実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を求める公募を実施

するものである。 

公募の結果、応募者がいない場合、応募者があっても「４ 公募要件」を満たすと認

められる者がいない場合、公募要件を満たすと認められる者が全て辞退した場合は、特

定の者との随意契約の手続に移行する。なお、「４ 公募要件」を満たすと認められる者

がいる場合は、随意契約の候補者として当該応募者と協議する。 

 

２ 委託契約等の概要 

(1) 業務件名 

生駒市訪問型サービスＡ（委託型）事業業務委託 

(2) 業務内容 

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」（平成１２年３月１７日

付け老計第１０号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知）に定める生活援助に

相当するサービスの提供 

詳細は、生駒市訪問型サービスＡ（委託型）事業実施要綱のとおり 
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(3) 履行期間 

令和６年７月１日から令和７年３月３１日まで 

 

３ 参加資格 

参加意思確認書を提出する者は、生駒市建設工事等入札参加資格者入札参加停止措置

要領に基づく入札参加停止の措置を受けていない者とする。ただし、当該公募手続の結

果行うこととなった当該応募者との協議期間において、入札参加停止措置等を受けてい

る期間が終了していると判断されるものを除く。 

 

４ 公募要件 

(1) 市民税（法人・個人）、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

(2) 生駒市訪問型サービスＡ（委託型）事業実施要綱に定める事項を満たすこと。 

 

５ サービス単価 

サービス名称 介護報酬単価 

訪問型サービスＡ 

週１回程度 ２，３０２円／回 

月４回超の場合 １０，０８６円／月 

週２回程度 ２，３０２円／回 

月８回超の場合 １９，８７０円／月 

週２回超程度 ２，３０２円／回 

月１２回超の場合 ２９，８５３円／月 

初回加算 ２，０８４円   

 

 

６ 手続等 

(1) 本公示に係る資料の配布期間と配布場所等 

① 配布期間 

令和６年４月２５日(木)～令和６年５月１６日(木)  

② 配布場所 

ア 生駒市ホームページ 

①の期間 

イ 生駒市役所における配布 

生駒市福祉部地域包括ケア推進課 

（奈良県生駒市東新町８番３８号 生駒市役所２階 ３１番窓口） 

※配布時間は、８時３０分から１７時１５分まで（閉庁日を除く） 

③ 配布書類 

要綱、参加意思確認書 

(2) 参加意思確認書の提出期間、提出場所及び提出方法 

① 提出期間 
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令和６年４月２５日(木)～令和６年５月１６日(木)１７時１５分まで 

② 提出場所 

生駒市福祉部地域包括ケア推進課 

〒６３０－０２８８ 奈良県生駒市東新町８－３８ 

③ 提出方法 

応募者は、「参加意思確認書」に委託契約等の履行に必要な要件を満たすことを証

する書類を作成・添付し、提出期限までに直接持参又は郵送すること。 

なお、参加意思確認書等を郵送する場合は提出期間中に必着しなければならない。 

(2) その他 

① 参加意思確認書が提出期限までに到達しなかった場合は、参加意思確認書の提

出を無効とする。 

② 参加意思確認書を提出した者に対して、審査結果を通知する。 

③ ②の通知で、委託契約等の履行に必要な要件を満たさないとされた者は、通知

をした日の翌日から起算して７日以内に、書面により、生駒市長に対して、委託

契約等の履行に必要な要件を満たさないとされた理由について説明を求めるこ

とができる。 

 

７ 問い合わせ先 

生駒市福祉部地域包括ケア推進課 

電話 ０７４３－７４－１１１１（内線２９２０） 

担当 秋永 

 

８ その他 

(1) 予算その他本市の事情により、当該公募手続の中止又は当該手続により行うこと

となった当該業務の委託契約を中止する場合がある。 

(2) 提出書類は、生駒市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開

示の対象となる。ただし、提案者が事業を営む上で、正当な利益を害すると認められ

る情報は不開示となる場合がある。 

なお、本参加意思確認手続及び参加意思確認手続後に行う受託（候補者）特定前に

おいて、決定に影響が出る恐れがある情報については決定後の開示とする。 


